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はじめに 

 

中学校等（義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程、特別支援学校中学部を含む。以下同じ。）に

おける部活動は、これまで生徒のスポーツ・文化芸術に親しむ機会を確保し、生徒の自主的・主体的な参

加による活動を通じて、達成感の獲得、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資するとともに、自

主性の育成にも寄与するものとして、大きな役割を担ってきました。 

しかしながら、部活動を巡る状況については、近年、少子化が深刻化する中、特に持続可能性という面

での課題や、競技経験のない教員が指導せざるを得ない点、休日も含めた運動部活動の指導や大会への引

率、運営への参画が求められる点など、教員にとって負担となっていることも指摘されています。 

こうした状況を踏まえ、令和２年９月に、文部科学省、スポーツ庁、文化庁は、学校の働き方改革を踏

まえた部活動改革として、「令和５年度以降、休日の部活動の段階的な地域移行を図るとともに、休日の部

活動の指導を望まない教員が休日の部活動に従事しないこととする。」と示しました。 

令和４年 12 月に、スポーツ庁・文化庁は、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する

総合的なガイドライン」を策定し、学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行について、令和５年

度から令和７年度までの３年間を改革推進期間と位置付け、学校部活動の適正な運営や効率的・効果的な

活動の在り方や、新たな地域クラブ活動を整備するための必要な対応を示しました。 

東京都では、学校と地域が協働・融合した部活動を実現することを目的に、中学校長会、区市町村の担

当職員、中学校体育連盟、保護者等を構成員とする部活動検討委員会を設置し、地域連携・地域移行に向

けた課題整理を行ってきました。 

このたび、この検討会議を踏まえ、改革推進期間において、都内の公立中学校等の休日における部活動

の地域連携や地域クラブ活動への移行が推進されるよう、「学校部活動の地域連携・地域移行に関する推進

計画」を作成しました。 

本計画を踏まえ、これまで「学校単位」で教員が担うことを前提として行われてきた部活動の教育的意

義や役割を地域に継承・発展しつつ、生徒が地域でスポーツ・文化芸術活動に親しめる環境を構築してい

く必要性について、生徒をはじめ、学校、地域、保護者で共通理解を得られるよう意識改革を図り、部活

動の地域連携・地域移行に取り組んでまいります。 

区市町村においては、本推進計画を参考に、生徒にとって魅力あるスポーツ・文化芸術活動を確保する

とともに、教員の負担軽減につながる取組を推進いただきますようお願いいたします。 

 

 

令和５年３月 

 東京都     
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１ 学校部活動の地域連携・地域移行に関する推進計画の策定の目的 

学校部活動の地域連携・地域移行に関する推進計画（以下「推進計画」という。）は、別途策定した

「学校部活動の地域連携・地域移行に関する総合的なガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）

を踏まえ、学校部活動に関する課題の解決を図り、各地区の実態に合った地域連携・地域移行を実現す

るため、令和５年度から令和 7 年度までの改革推進期間における取組の展望を明らかにし、都内公立中

学校等の部活動の地域連携・地域移行を推進することを目的として策定する。 

 

２ 地域連携・地域移行に向けた推進目標 

  令和７年度末までに、都内全ての公立中学校等で、地域や学校の実態に応じ、地域連携・地域移行に向

けた取組が行われていることを目指す。 

  

３ 現状と課題 

（１） 都内公立中学校等における部活動の実態 

東京都教育委員会による「令和３年度部活動実施状況調査」では、中学校には運動部約 5,000 部、

文化部約 3,000 部が設置されており、そのうち、休日も活動している部活動は、運動部約 70％、文化

部約 20％であった。 

また、専門的な技術指導ができる顧問を配置している部活動は、運動部、文化部ともに、約 55%で

あった。部活動指導員（学校教育法施行規則第 78 条の２に規定する部活動指導員をいう。以下同じ。）

の配置は、運動部約 10％、文化部約５％、有償ボランティアの位置付けで、主に専門的な技術指導を

行う外部指導者を配置している部活動の割合は、運動部、文化部ともに約 30％であった。 

（２） 部活動に対する教員の実態 

文部科学省による「教員勤務実態調査（平成 28 年度）」では、中学校の教員が、休日の部活動に従

事する時間が、平成 18 年度に比べて、約１時間増加していることが明らかにされている。 

また、文部科学省が平成 27 年に示した「学校現場における業務改善のためのガイドライン 2015」

では、部活動指導に従事している教員のうち、部活動指導や大会引率を負担に感じている教員の割合

が 50%近くであったことが報告されている。 

（３） 地域連携・地域移行に向けた取組の状況 

東京都教育委員会による「令和４年度部活動の地域連携・地域移行に向けた取組等に関する調査」

では、令和４年度に、地域連携等に関する協議会を設置しているのは、62 地区中 27 地区であった。 

また、地域連携等に関する計画等の策定に係る進捗状況については、令和４年度内に方向性を示す

と回答したのは、８地区であり、東京都の推進計画が示された後、計画の策定を検討していく予定で

あると回答したのは、24 地区であった。 

（４） 大会の参加の資格等 

日本中学校体育連盟の方向性を踏まえ、東京都中学校体育連盟は、令和５年度から地域のスポーツ



２ 

 

団体等の活動に参加する中学生の東京都中学校体育大会への参加を承認することとしている。 

また、主催大会において、集団競技においても外部指導者による引率を可能とし、個人競技におい

ても、校長・教員・部活動指導員が引率できない場合に限定するのではなく、校長が認めた上で引率を

可能とするよう、引率規定が見直された。 

 

４ 取組の方向 

（１） 東京都の役割 

◆ スポーツ・文化芸術団体等と連携し、学校と地域が協働・融合した形で、関係者間の連絡体制の構

築や指導者の確保など地域のスポーツ・文化芸術環境の充実を図る。 

◆ 休日における地域連携・地域移行について、国は、令和５年度から令和７年度までの３年間を改革

推進期間と位置付けている。東京都では、スポーツ・文化芸術環境整備のための取組を重点的に行っ

ていくため、本推進計画に基づき、休日の学校部活動の段階的な地域連携・地域移行を進め、区市町

村の進捗に対して適切に助言を行う。 

◆ 東京都は、国の改革推進期間終了後も、学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた

環境整備に係る進捗状況等を評価・分析し、継続して地域のスポーツ・文化芸術環境の充実に取り組

む。 

◆ 東京都が運営団体となり、都立中学校等における一部の部活動において、先行的に地域連携・地域

移行を推進し、その成果を区市町村に発信する。 

◆ 都内におけるスポーツ・文化芸術団体等の協力を得ながら、部活動指導員や外部指導者の確保に努

めるとともに、区市町村からの求めに応じて指導者を紹介できるよう、公益財団法人東京学校支援機

構（以下「TEPRO」という。）の活用促進を図る。 

（２） 休日等の活動の在り方 

◆ 地域連携・地域移行における環境整備について、まずは、休日における地域の環境整備を着実に進

める。また、地域連携・地域移行に関する東京都の取組について、生徒や保護者等の理解を得られる

よう周知する。  

◆ 平日における環境整備については、地域の実情に応じて行えるよう、休日における地域の取組等を

検証して検討を進める。 

 

  



３ 

 

５ 都の取組 

（１） 区市町村における地域連携・地域移行に向けた都の取組 

    東京都は、区市町村立学校において、地域の実態に応じた地域連携等が推進されるよう、以下の取

組を行う。 

ア 部活動検討委員会の開催 

   〇 スポーツ・文化担当部署や生涯学習・社会教育担当部署、学校の設置・管理運営を担う担当部署、

学校、保護者等の関係者から構成する部活動検討委員会を年３回程度開催し、「学校部活動及び地

域クラブ活動に関する総合的なガイドライン」を踏まえ、中学校等における部活動の地域連携・地

域移行に向けた持続可能なスポーツや文化芸術環境の構築について検討する。 

    これらの検討内容については、ホームページに掲載するなどして、広く情報発信する。 

 【都教委】 

 

 

 

 

 

 

 

内容 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

部活動検討委員会の開催 
   

イ 関係者間の連絡体制の構築 

   ○ スポーツ・文化芸術環境の効果的・効率的な整備充実に向け、関係団体、学校関係者等が情報共

有等を通じて緊密に連携していけるよう、定期的・恒常的に連絡調整する場を設けるなど体制を整

備する。【都教委・生文ス局】 

○ 区市町村スポーツ主管課長会議等において、地域連携・地域移行に関する取組状況等について情

報提供する。【生文ス局】 

内容 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

関係者間の連絡体制の

構築 

   

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ・計画の見直し 地域連携・地域移行の推進に向けた協議 

＜検討内容＞ ※「部活動検討委員会設置要項」から抜粋 

（ｱ）子供たちのスポーツや文化芸術に親しむ機会を確保するため、学校と地域が協働・融合した

形でのスポーツや文化芸術活動のための環境整備等 

（ｲ）区市町村立中学校等及び都立中学校・高等学校等における教員の負担軽減、生徒の自主的・

自発的な活動、科学的トレーニングの積極的導入等による合理的でかつ効率的・効果的な活

動の推進、生徒の多様なニーズに応じた活動等による部活動の充実 

評価 

 定期的に連絡調整 関係者との連携を強化 



４ 

 

ウ 関係者への情報発信 

○ 地域連携・地域移行の背景や、地域におけるスポーツ・文化芸術環境の将来像、見込まれる効果、

スケジュール等について、区市町村、生徒や保護者、スポーツ・文化芸術関係者、学校関係者等に

対して、定期的に周知する。【都教委・生文ス局】 

 

内容 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

関係者への情報発信 

   

エ 休日等の指導者の確保 

○ 生徒にとってふさわしい地域のスポーツ・文化芸術等に親しむ環境を整備するために、専門性や

資質・能力を有する指導者を確保できるよう、指導者になり得る人材を有する団体等との調整を図る。 

【都教委・生文ス局】 

 

〇 地域のスポーツ・文化芸術団体の TEPRO サポーターバンクへの登録を促し、登録団体の協力を

得ながら、学校部活動及び地域クラブ活動の運営団体・実施主体による指導者の配置を支援する。 

【都教委】 

○ 区市町村において、近隣大学の学生を活用して、地域でスポーツ・文化芸術に関する指導に当た

ることや、合同練習等を促進していくことも考えられることから、体育系、文化系の学部を有する

大学との連携を図る。【都教委】 

内容 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

休日等の指導者の確保 

   

  

リーフレット作成 関係者に周知、改訂版の作成 

＜想定する指導者＞ 

スポーツ・文化芸術団体の指導者、部活動指導員となっている人材の活用、 

退職教員、教員等の兼職兼業、企業関係者、公認スポーツ指導者、スポーツ推進委員、 

競技・活動経験のある大学生や保護者など 

人材バンクの登録数を順次拡大 

大学等に依頼を検討 大学に依頼・大学生等による指導を拡大 

【ＴＥＰＲＯ】 

【都教委】 

ニュースレターの配信 



５ 

 

オ 休日等の指導者の質の向上 

   ○ 学校部活動における合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進、効果的な練習方法、指導上の留

意点、安全面の注意事項、暴力やハラスメントの根絶等に関する内容をまとめたガイドラインにつ

いて、地域クラブ活動を実施する際の参考資料とするため、外部指導者やスポーツ・文化芸術団体

等の関係者に情報提供を行う。【都教委・生文ス局】 

   ○ 都立学校の部活動指導員を対象とし、適切な指導等について学べる研修を実施している。その資

料を区市町村教育委員会等に提供し、中学校の部活動指導員研修での活用を促す。【都教委】 

内容 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

休日等の指導者の質の

向上 

   

   

 

  

ガイドラインを広く周知 

部活動指導員の研修資料を提供、活用を促す 

指導者にガイドラインの活用を促す 



６ 

 

カ 教員等の兼職兼業 

   ○ 令和５年度、都立中学校等で試行的に実施する実証事業の一環として、休日の部活動指導を含 

め、教員の部活動指導に関する意識調査等を行い、実態を把握する。同調査の結果を基に、希望し 

ない教員が指導に携わらない体制、部活動指導の在り方について検討する。【都教委】 

○ 地域クラブ活動での指導を希望する教員等が、適切に兼職兼業を行えるよう、また、指導を希望

しない教員が兼職兼業により指導を行うことのないよう徹底するとともに、必要に応じて規程や

運用の改善を行う。【都教委】 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

教
員
等
の
兼
職
兼
業 

希望しない教員が指

導に携わらない体制

づくり 

  

 

 

規程や運用の改善 

   

留意事項 

令和５年２月９日付４教人職第 2642 号「『公立学校の教師等が地域クラブ活動に従事する場

合の兼職兼業について（手引き）』について（送付）」にて、文部科学省より発出された手引きを

踏まえ、以下の内容を示した。 

（１） 校長は、周囲による黙示的な圧力により、教師等が無理に兼業等を希望させられること

が無いよう、申請があった際は本人の意思等をよく確認すること。 

（２） 兼業等を希望する教師等は、地域団体等の活動に従事する予定であった時間において教

師等としての勤務が急遽必要となった場合には教師等としての勤務に当たれるようにし

ておくなど、あらかじめ、学校の業務と地域団体等の業務の関係について委嘱を受ける際

に整理しておくこと。 

（３） 校長は、教師等から兼業等の申請があった際は、地域団体等の事業内容、地域団体等に

おける当該教師等の雇用形態・期間や業務内容、労働時間通算の対象となるか否か等につ

いて確認すること。また、兼業等期間中においても、当該教師等の労働時間や在校等時間

を把握し、兼業等と通算した時間が長時間にわたることがないよう、教師等の心身の健康

の管理を適切に行うこと。 

（４） 兼業等に従事する場合は、教師等としての職務がおろそかになることや、地域団体等か

ら社会通念上適当とはいえない高額な給与等をもらうこと、団体等に学校の生徒等を勧誘

して見返りにリベート等をもらうなど利益相反行為に当たるようなことなど、公務員とし

ての職務の公正さに疑念を抱かれるようなことがないようにすること。 

（５） 教師等が兼業等により地域団体等で指導等を行う場合でも本務に支障がないことにつ

いて保護者等に説明し、理解と協力を得られるよう取り組むこと。 

教員の意識調査 体制について検討 体制づくり、周知 

課題把握 規程や運用の見直し、必要に応じて改善 

５（２）アの実証事業で課題把握 
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（２） 都立学校における地域連携・地域移行に関する取組 

    休日の部活動における段階的な地域移行について、都立学校で試行的に実施し、地域クラブ活動へ

の移行体制を構築していく。 

ア 都立中学校等における地域連携・地域移行促進事業（10 校） 

   ○ ＴＥＰＲＯが、総括コーディネーター等の業務を担い、都教育委員会として、都立中学校の一部

の部活動の地域連携や地域移行に関する実証事業を実施する。 

令和５年５月中旬ごろから、休日の部活動を地域クラブ活動として長期休業中も含め、計６０回

程度実施し、人材バンクを活用した地域連携・地域移行の在り方を検証し、その成果を区市町村に

発信していく。【都教委】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

内容 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

都立中学校等における

地域連携・地域移行 

促進事業 

   

 

 

・ 都教育委員会・実施校・地域スポーツ団体、民間事業者、個人指導者等と連絡・調整等の 

業務を行う事務局を組織し、設置する。 

・ 学校での教員経験があるスタッフが、運営団体である都教育委員会、学校との連絡調整役を

担う。 

・ 人材バンクの機能を有するＴＥＰＲＯは、地域や実施校の実態に応じて、適切な指導候補者、

指導候補団体を選定する。 

・ 年３回程度、事務局担当者、指導者、実施校管理職及び顧問を構成員とする連絡会を開催 

する。その際、地域クラブ活動中の生徒同士のトラブルや事故等の対応を含む管理責任の主 

体を明確にし、共通理解を図る。 

・ 研修等を実施し、生徒の心身の健康管理、事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底 

する。 

・ 学校部活動と地域クラブ活動が併存することから、生徒の成長や生活全般を見通し、実施 

主体と実施校とが連携し、調整を図る。 

・ 学校施設を活用した地域クラブ活動の実施に当たって、学校外から施設への動線や入口の環

境等の施設管理上の課題を把握し、その解決策の検討内容について、情報発信する。 

・ 実施する部活動以外の部活動において、地域連携・地域移行に関する課題を把握し、地域ク 

ラブ活動の更なる充実に向けて検討する。 

試行的に実施 効果検証を踏まえ、展開を検討 
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＜参考＞都立中学校等の部活動における地域連携・地域移行促進事業実施に当たっての課題等整理 

                                    ※◎主担当 〇副担当  

 
事　項 課　題 対応の方向性 都教委 TEPRO 学校

都立中学校等10校のニーズ（移行対

象の部活、求める指導者等）の把握
各校長への聞き取り ◎ ○

学校のニーズに即した指導者の確保

個人指導者や民間事業者の開拓、

都体協との連携による地域スポー

ツ団体等の確保

◎

指導者の質の向上

指導者研修の実施（体罰・ハラス

メント防止、人権意識、救急救

命、個人情報保護等）

○ ◎

教員の兼職兼業の運用
国の方針を踏まえた許可の基準や

手続き等の整理
◎

学校から指導者への指揮命令の整理
TEPROを核とした連絡・報告体制

の構築、訟務員や弁護士の活用
◎ ◎ ○

平日の指導内容との一貫性の担保

定期的に指導者・顧問教諭・

TEPROで打合せを実施

個々の活動についての学校への引

き継ぎ（報告書等をTEPRO経由で

送付）

○ ◎ ◎

活動時間や生徒の出席の管理
活動開始・終了時のTEPROへの連

絡、出席確認アプリ等の導入検討
◎ ○

休日のスポーツ施設の確保 既存の学校体育施設の活用 ◎

学校体育施設の管理（開錠、施錠

等）

学校（他部活）や併設の都立高

校、中等教育学校（後期課程）に

おける教員の対応【要検討】

◎

事故発生時の初期対応等の整理 緊急時マニュアルの作成 ◎ ○ ○

休日の連絡体制の整備

休日出勤のシフトの構築

（TEPRO）、緊急連絡先の確保

（都教委、学校）

○ ◎ ○

生徒や指導者が怪我をした際の補償
指導員のスポーツ安全保険（傷害

保険、賠償責任保険等）への加入
◎

保護者の理解 保護者や生徒への事前説明
説明会の開催しによる事業の趣旨

や運営体制、指導方法等を説明
○ ○ ◎

部活動の円滑な

実施

スポーツ施設の

確保

緊急時の対応

指導者の確保
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イ 都立高校における部活動改革パイロット校（６校） 

   ○ 実施校の一部の部活動における休日等の運営を民間事業者に委託するなど、専門性の高い指導者

から技術指導を受けられるようにするとともに、教員の負担軽減を図る。 

令和５年５月頃から、生徒のニーズに応じた指導者を派遣し、平日、長期休業中を含め、計７０

回実施する。その成果について、教員の働き方改革の一つのモデルとして都立高校に発信する。 

【都教委】 

 

 

 

  

内容 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

都立高校における部活

動改革パイロット校 

   

試行的に実施 効果検証を踏まえ、展開を検討 

・ 都教育委員会・実施校・地域スポーツ団体、民間事業者、個人指導者等と連絡・調整等の 

業務を行う事務局を組織し、設置する。 

・ 委託事業者は、実施校や生徒のニーズに応じて、適切な指導候補者、指導候補団体を選定す

る。 

・ 年３回程度、事務局担当者、指導者、実施校管理職及び顧問を構成員とする連絡会を開催 

する。その際、地域クラブ活動中の生徒同士のトラブルや事故等の対応を含む管理責任の主 

体を明確にし、共通理解を図る。 

・ 研修等を実施し、生徒の心身の健康管理、事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底 

する。 

・ 平日の学校部活動と休日の地域クラブ活動において、一貫した指導体制を図るため、平日の 

学校部活動に、地域クラブ活動の指導者を外部指導者として派遣する。 

・ 外部指導者による専門的指導により、競技力向上を図る。 

・ 学校部活動と地域クラブ活動が併存することから、生徒の成長や生活全般を見通し、実施 

主体と実施校とが連携し、調整を図る。 

・ 休日の部活動の民間委託による教員の負担軽減について、効果検証する。 
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（３） 区市町村における部活動の地域連携・地域移行に向けた経費の補助 

    都教育委員会は、区市町村が実態に応じて、地域連携・地域移行を推進できるよう、各事業の経費 

を補助するとともに、国に対して令和 6 年度以降の支援について引き続き働きかけていく。 

そのため、以下は、令和５年度の支援策であり、令和６年度以降は変更となる可能性がある。 

ア 部活動指導員及び外部指導者の配置 

   ○ 国の事業を活用し、区市町村におけるスポーツ・文化芸術環境の整備に向けて、適切な活動時間

や休養日の設定など、部活動の適正化を進めている部活動指導員の配置を支援する。 

     各学校において、教員に代わって部活動の顧問として、指導や大会引率を担うことにより、生徒

のニーズを踏まえた充実した活動とするとともに、教員の部活動指導における負担軽減を図る。

【国・都教委】 

内容 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

部活動指導員配置 
  

 

 

 

   ○ 区市町村が、中学校等の部活動に外部指導者の配置を行う場合において、その経費の一部を支援

する。外部指導者の積極的な活用を促進することで、専門的な技術指導等による部活動の質の向上

を図る。【都教委】 

内容 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

外部指導者配置 
   

 

イ コーディネーター等の配置 

   ○ 区市町村における関係団体等と連絡調整を行う総括コーディネーターの配置を支援する。 

【都教委】 

   ○ 中学校における運営団体と学校との連絡調整を行うコーディネーターの配置を支援する。 

【都教委】 

○ 区市町村における関係者との連絡調整・指導助言等を行う総括コーディネーターの担い手確保の

ためのリクルート活動や総括コーディネーターの研修会の開催を支援する。【都教委】 

  ○ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体と中学校の連絡調整・安全管理、指導者の派遣管理等に関

するコーディネーター向け研修会の開催を支援する。【都教委】 

 

 

効果検証の上、展開を検討 

配置に係る経費を一部補助 効果的な配置を促進 

配置に係る経費を一部補助 
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＜総括コーディネーター及びコーディネーターの具体的な役割＞ 

〇 総括コーディネーター 

・ 区市町村に配置し、地域移行の受け皿となる関係団体や各学校に配置するコーディネーター等

と連絡・調整を行う。 

・ 地域のスポーツ・文化芸術団体の情報を集約するなど地域クラブ活動の実施に向けた体制を整

備する。 

・ 各学校のニーズに応じて各学校に配置しているコーディネーターに情報を提供する。 

〇 コーディネーター 

・ 各学校に配置し、学校部活動の状況を整理するとともに、各部活動の状況に応じて指導者等を

総括コーディネーターに依頼する。 

・ 活動場所、スケジュール等について、地域のスポーツ・文化芸術団体との連絡調整や安全管理

を行う。 

 ※ 役割については、以上の内容以外に地域の実態に応じた多様なバリエーションが考えられる。 

 

内容 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

コーディネーター等の

配置 

  

 

 

 

ウ 地域連携・地域移行の推進に向けた協議会等の開催 

   ○ 区市町村の方針策定や体制構築等に係る協議会開催等を支援する。【国・都教委】 

○ 区市町村において、地域のスポーツ・文化芸術団体の関係者、保護者等を対象とした説明会開催

を支援する。【国・都教委】 

内容 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

協議会等の開催 
  

 

 

 

エ 休日等の地域クラブ活動における指導者の配置 

   ○ 地域クラブ活動において実技指導等を行う指導者の配置に係る謝金を支援する。【都教委】 

○ 地域クラブ活動の指導者を対象として教育的意義や体罰防止等に関する研修会開催を支援す

る。【国・都教委】 

 

配置を支援 効果検証の上、展開を検討 

経費の一部を補助 国の動向を踏まえ、実施を検討 

配置を支援 



１２ 

 

 

内容 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

地域クラブ活動におけ

る指導者の配置 

  

 

 

地域クラブ活動における

指導者の研修会の開催 

   

オ 困窮世帯への支援に係る体制構築 

   ○ 経済的に困窮する世帯への支援に係るシステム設置・改修等の体制構築を支援する。 

【国・都教委】 

内容 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

困窮世帯の支援に係る 

体制構築 

  

 

 

カ その他 

地域連携・地域移行に係る体制構築のための初期費用を支援する。【都教委】 

    

 

 

内容 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

その他 
  

 

 

 

６ 区市町村の取組 

 上記２「地域連携・地域移行に向けた推進目標」を達成するため、次のとおり区市町村における取組例

を示す。なお、東京都は、区市町村が取組を進める上での助言等支援を行う。 

（１） 協議会等の設置 

    地域連携・地域移行に向けた協議会等を設置し、令和５年度中に各地区における地域連携・地域移

行に向けた方針等について検討する。 

  ＜検討項目例＞ 

① 「新たなスポーツ・文化芸術環境」の在り方やその充実方策 

 ・ 所管の学校部活動における現状と課題の整理 

 ・ 「設置する学校に係る部活動の方針」の改善 

＜例＞ 

 ヘルプデスク設置の委託、課題把握のための調査費用 等 

効果検証の上、展開を検討 

初期費用を支援 効果検証の上、実施を検討 

開催を支援 国の動向を踏まえ、展開を検討 

経費の一部を補助 国の動向を踏まえ、展開を検討 

配置を支援 
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② 「スポーツ・文化芸術団体等」の整備や支援 

・ 活動の運営団体・実施主体の形態 

     ・ スケジュール 

・ 複数の中学校の生徒が参加する合同部活動 

・ 運営団体を学校から区市町村とし、合同部活動・拠点校方式の活動 

・ 総括コーディネーター・コーディネーターの配置及び人材育成 

・ 総括コーディネーター・コーディネーター等による、関係団体と学校との連絡調整 

・ 平日と休日の一貫した指導体制 

・ 事故発生時の責任の所在、生徒同士のトラブルが起こったときの対応 

・ 事故発生時の対応、連絡体制 

③ 指導者の質の保障・量の確保方策 

・ 部活動指導員、外部指導者の配置・拡充 

・ 地域クラブ等から学校部活動への指導者派遣 

・ 地域クラブ等への教員の兼職兼業による指導者派遣 

・ 学校部活動の地域クラブ等への外部委託 

・ 効率的・効果的な指導の推進 

④ 活動場所となる施設の確保方策 

 ・ 休日の地域クラブ活動における学校施設の管理方法 

 ・ 指定管理者制度や業務委託の活用 

⑤ 「大会」の在り方 

・ 大会引率者の留意事項 

 ・ 大会運営の補助又は委託 

 ・ 大会時の審判員派遣 

⑥ 「会費」や「保険」の在り方 

・ 困窮世帯への支援 

・ 保険の加入 

⑦ 「関連諸制度等」の在り方 

     ・ 希望する教員の兼職兼業による指導 

 ・ 「営利目的か非営利目的か」を問わない学校施設の開放・活用促進 

※ 運営団体について 

地域クラブ活動を実施していく上で、その基盤となる組織が運営団体である。学校での部活動に代

わって生徒を受け入れ、活動場所の利用調整や学校や競技団体等との連絡調整、スケジュール管理等

を行い、スポーツ・文化芸術活動の機会を提供する役割を担う。 

※ 実施主体について 
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  指導者の確保や調整を行い、活動場所に赴き指導することや、活動場所の確保、安全管理を行う役

割を担う。 

なお、運営団体及び実施主体は、別の団体が担うことのみならず、同一の団体となる場合も考えら

れる。 

（２） 計画等の策定 

（１）の協議内容を踏まえ、各地区における計画等を策定する。 

（３） 計画等に基づく地域連携・地域移行の推進 

    （２）の計画等に基づき、令和７年度末までに、以下の取組例を参考に、地域連携・地域移行に向

けた取組に着手し、生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむ環境の充実を図る。 

   ＜取組例＞ 

〇 地域連携（運営主体：学校や教育委員会） 

・ 地域の人材を部活動指導員又は外部指導者として配置・拡充 

・ 指導を地域のクラブ等へ委託 

・ 地域のスポーツ団体や文化芸術団体と連携し、指導者を派遣 

・ 複数の中学校の生徒が参加する合同部活動を実施 

・ 運営団体を学校から区市町村とし、合同部活動・拠点校方式の活動を実施 

・ 地域の施設を利用し、活動場所を確保 

・ コーディネーターが、関係団体と学校との連絡調整を担当 

・ 部活動改革の中核的な役割を担う総括コーディネーター等を配置し、地域連携・移行の体制整備

を促進 

〇 地域移行（運営主体：区市町村や学校の委託団体・地域のクラブ等） 

・ 部活動改革の中核的な役割を担う総括コーディネーター等を配置し、体制整備を促進 

・ コーディネーターが、関係団体と学校との連絡調整を担当 

・ 地域のスポーツ団体や文化芸術団体等と連携し、指導者を地域クラブ活動に派遣 

・ 希望する教員の兼職兼業による指導の実施 

・ 学校施設の活用方法 

・ 困窮家庭への支援 

・ 保険への加入 

・ 大会等における運営協力者や審判等を派遣 

  

７ 地域連携・地域移行に係る成果指標 

  部活動の地域連携・地域移行に関する取組を推進し、その効果を以下の指標で把握する。 

なお、検証内容については、以下の定量的なデータのほかにも、地域連携・地域移行の効果的な取組事

例等の情報も併せて収集する。 
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８ 本推進計画の見直し 

  東京都は、令和５年度以降、本推進計画の適合性の点検・見直しを行い、必要に応じて、取組等につい

て整理していく。また、各施策の取組状況等を踏まえつつ、適宜、内容の見直し・改訂を行う。 

 

 

  

○ 運動・文化芸術活動が有意義だと感じている生徒の増加 

○ 教員が指導に携わらない休日の部活動の増加 

○ 教員の部活動への従事時間の縮減 
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＜参考＞ 

 令和４年度都における休日の部活動の段階的な地域移行等に関する実践 

【令和４年度地域運動部活動推進事業】 

国の実践事業を活用し、３地区で地域連携等に向けた検証を行った。指導者確保の方法やクラブチー

ムや民間事業者等との連携の在り方などの事例を掲載している。 

 

◆ 渋谷区：渋谷ユナイテッドによる部活動の地域移行について 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/content/physical_training_and_club_activit

y/files/club_activity/kentouiinkai01_shibuyaku.pdf 

    ※ 参考：一般社団法人渋谷ユナイテッド https://shibuyaunited.tokyo/  

 

◆ 杉並区：学校施設の有効活用等 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/content/physical_training_and_club_activit

y/files/club_activity/kentouiinkai01_suginamiku.pdf 

 

◆ 日野市：日野市部活動改革プロジェクト 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/content/physical_training_and_club_activit

y/files/club_activity/kentouiinkai01_hinoshi.pdf 

 

【スポーツ庁 令和３年度地域運動部活動委託事業成果報告書】  

 休日に部活動の代わりに地域においてスポーツに親しめる環境構築に向けた事例が掲載されている。 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/1405721.html 

 

【文化庁 地域文化倶楽部（仮称）の創設に向けた実践研究】 

文化部活動の地域移行に向けた体制構築や持続可能な文化芸術活動の環境整備などの事例が掲載され

ている。 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/sobunsai/93571801.html 

  

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/content/physical_training_and_club_activity/files/club_activity/kentouiinkai01_shibuyaku.pdf
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/content/physical_training_and_club_activity/files/club_activity/kentouiinkai01_shibuyaku.pdf
https://shibuyaunited.tokyo/
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/1405721.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/sobunsai/93571801.html
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区市町村における部活動の地域連携・地域移行の取組例 

 東京都 区市町村 

スポーツ、文化芸

術団体、民間事業

者等 

学校 

関係者との 

合意形成 

【教委、生文ス局】 

・部活動検討委員会の開催 

・推進計画の周知 

・リーフレットの作成 

・指導者の参考となるガイドラ

インの周知 

【教委、ス文部署】 

・協議会の設置 

・関係者へのヒアリング等

の実施 

・ニーズ・課題の把握 

・説明会等の実施を通じた

情報の発信 

・計画等の作成 

・協議会への参画 

・ヒアリングへの

対応 

・協議会への参加 

・教員のニーズの

把握 

・生徒・保護者の 

ニーズの把握 

運営団体・

実施主体の

確保 

【教委・生文ス局】 

・スポーツ・文化芸術団体への

情報提供 

・定期的な関係者との連絡調整 

・事例の関係者への周知 

【教委、ス文部署】 

・受け皿となる運営団体・

実施主体を確保・創立 

【総括コーディネーター】 

・運営団体・実施主体との

連携体制を構築 

・学校に配置されるコーデ

ィネーターとの連絡 

・左記取組への協

力、参画 

【コーディネーター】 

・地域、学校のニ

ーズに応じた指

導者の確保 

指導者の 

確保 

【教委】 

・ＴＥＰＲＯの活用促進 

・兼職兼業の規程・運用の改善 

【教委・生文ス局】 

・指導者の確保に向けた関係団

体等との連絡調整 

・都内の大学等への働きかけ 

【教委】 

・ＴＥＰＲＯの活用  

・地域の大学等との連携 

・兼職兼業の規程・運用の

改善 

 

【総括コーディネーター】 

・運営団体との連絡体制の

構築 

 

・ＴＥＰＲＯへの

人材登録 

・研修等を通じた

指導者の質・量

の確保 

・教員の兼職兼業

の希望の把握 

・指導者の安全管

理に係る意識の

醸成 

その他の 

環境整備 

【教委】 

・都立中学校等（10 校）、都立

高校（６校）における、地域

クラブ活動の先行実施 

・成果と課題の周知 

【教委、ス文部署】 

・活動場所の確保・学校施

設の活用 

・活動の周知と実施 

・活動の周知と実

施 

 

・活動方針、活動

状況や生徒に関

する情報の共有 

・地域クラブ活動

についての周知 

【略称】 

教委：教育委員会 

 生文ス局：生活文化スポーツ局 

 ス文部署：スポーツ・文化振興担当部署 


